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企業会計基準第 17 号「セグメント情報等の開示に関する会計基準」及び企業会計基準適用

指針第 20 号「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」について 
企業会計基準委員会 研究員 

高津 知之 
 
I. はじめに 

企業会計基準委員会（ASBJ）は、企業会計基準第 17 号「セグメント情報等の開示に関す

る会計基準」（以下「本会計基準」という。）及び企業会計基準適用指針第 20 号「セグメ

ント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（以下「本適用指針」という。また本会

計基準と本適用指針を合わせて、以下「本会計基準等」という。）を平成 20 年 3 月 21 日

に公表している1。 

ここでは、本会計基準等の概要を紹介するが、文中の意見にわたる部分は筆者の私見で

あることをあらかじめお断りしておく。 

 

II. 本会計基準等の全般的事項 
１． 公表の経緯 

これまで我が国においては、連結財務諸表の注記事項として、「事業の種類別セグメン

ト情報」、「所在地別セグメント情報」及び「海外売上高」の 3 つのセグメント情報が開

示されてきた。これらの情報は、財務諸表利用者が多角化、国際化した企業の過去の業績

及び将来の見込みについて適切な判断を下すために有用な情報を提供するものとされてき

たが、一方で、「我が国を代表する大企業の 2 割近くが単一セグメント、若しくは重要性

が低いとの理由で事業の種類別セグメントを作成しておらず、現行制度が十分に機能して

いないと思われる。」という指摘2もなされていた。 

また、ASBJ が現在進めている国際会計基準審議会（IASB）との会計基準の国際的なコン

バージェンスに向けた共同プロジェクトの中でも、セグメント情報の開示は、平成 17 年 3

月に開催された共同プロジェクトの第 1 回会合において、第１フェーズの検討項目とされ

た。 

こうした状況を受けて、ASBJ は、平成 17 年 5 月にセグメント情報開示に関するワーキ

ング・グループを設置し、我が国におけるマネジメント・アプローチの導入について検討

した後、平成 18 年 12 月にセグメント情報開示専門委員会を設置し、従来基準の見直しに

向けた審議を行った。本会計基準等は、平成 19 年 9 月に公表した公開草案に対して寄せら

れたコメントを検討し、公開草案を一部修正した上で公表に至ったものである。 

 

                                                  
1 ASBJのホームページ（http://www.asb.or.jp/html/documents/docs/ed21-segments/）を参照。 
2 平成 13 年 11 月に、テーマ協議会が ASBJ に対して提言した「第 1回テーマ協議会提言書」よ

り抜粋。 
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２． 本会計基準等の目的 

本会計基準等は､次の開示3に関する取扱いを定めることを目的としている（以下(1)から

(4)を合わせて「セグメント情報等」という。）（本会計基準第 1項）。 

(1) セグメント情報 

(2) セグメント情報の関連情報 

(3) 固定資産の減損損失に関する報告セグメント別情報 

(4) のれんに関する報告セグメント別情報 

なお、従来、セグメント情報は、連結財務諸表の注記情報としてのみ要求されてきたが、

本会計基準では、企業が連結財務諸表を作成していない場合は、個別財務諸表の注記情報

として開示することを求めている（本会計基準第 3項）。 

 

３． マネジメント・アプローチ 

国際的な会計基準においては、経営上の意思決定を行い、業績を評価するために、経営

者が企業を事業の構成単位に分別した方法を基礎とする「マネジメント・アプローチ」が

導入されている。 

このマネジメント・アプローチの特徴は次の点にあるとされている（本会計基準第 46 項）。 

(1) 企業の組織構造、すなわち、 高経営意思決定機関が経営上の意思決定を行い、また、

企業の業績を評価するために使用する事業部、部門、子会社又は他の内部単位に対応

する企業の構成単位に関する情報を提供すること 

(2) 高経営意思決定機関が業績を評価するために使用する報告において、特定の金額を

配分している場合にのみ、当該金額を構成単位に配分すること 

(3) セグメント情報を作成するために採用する会計方針は、 高経営意思決定機関が資源

を配分し、業績を評価するための報告の中で使用するものと同一にすること 

なお、 高経営意思決定機関とは、企業の事業セグメントに資源を配分し、その業績を

評価する機能を有する主体のことをいう（本会計基準第 8 項）。具体的には、取締役会、

執行役員会議といった会議体である場合や、 高経営責任者（CEO）又は 高執行責任者

（COO）といった個人である場合などが考えられている（本会計基準第 63 項）。 

ASBJ は、マネジメント・アプローチの長所と短所を【図表 1】のように分析している。 

【図表 1】マネジメント・アプローチの長所と短所 

長所（本会計基準第 47 項） 短所（本会計基準第 48 項） 

(1) 財務諸表利用者が経営者の視点で企業

を見ることにより、経営者の行動を予測

し、その予測を企業の将来キャッシュ・

(1) 企業の組織構造に基づく情報であるた

め、企業間の比較を困難にし、また、同

一企業の年度間の比較が困難になる。 

                                                  
3 本適用指針の末尾には、本会計基準等の内容について理解を深めるための開示例が参考として

示されている。実際のセグメント情報等の開示のイメージについては、こちらを参照して頂きた

い。 



 - 3 - 

フローの評価に反映することが可能に

なる。 

(2) 当該セグメント情報の基礎となる財務

情報は、経営者が利用するために既に作

成されており、企業が必要とする追加的

費用が比較的少ない。 

(3) 実際の企業の組織構造に基づく区分を

行うため、その区分に際して恣意性が入

りにくい。 

(2) 内部的に利用されている財務情報を基

礎とした情報の開示を要求することは、

企業の事業活動の障害となる可能性が

ある。 

 

ASBJ は、【図表 1】の長所と短所を比較検討した結果、財務諸表利用者が経営者の視点

で企業を理解できる情報を開示することによって、財務諸表利用者の意思決定により有用

な情報を提供することができると判断し、マネジメント・アプローチを採用することとし

た（本会計基準第 50 項）。なお、本会計基準等に基づくセグメント情報と従来の情報との

比較についても、本会計基準第 51 項に示されている。 

 

４． 事業活動上の障害 

公開草案に対し、「内部的に利用されている財務情報を基礎とした情報の開示を要求す

ることは、企業の事業活動の障害となる可能性がある。」というマネジメント・アプロー

チの短所を懸念する複数のコメントが寄せられた。これらのコメントの中で指摘された事

業活動上の障害とは次のようなものであった。 

(1) 細分化されたセグメント情報の開示を求められる企業は、そうでない競争相手に

対して、事業活動上、不利になる可能性がある。 
(2) 特定の顧客向け、もしくは特定の製品又はサービスに関するセグメント情報の開

示を求められる企業は、顧客との価格交渉等を行う上で、不利になる可能性がある。 
こうしたコメントを受けて、ASBJ は、マネジメント・アプローチに基づくセグメント情

報の開示が企業の事業活動上の障害を生じさせると考えられる場合において、開示を免除

する取扱いを認めるべきかを再度検討した。しかし、次の理由から、ASBJ はこうした例外

的な取扱いを定めないこととした（本会計基準第 52 項から第 54 項）。 

(1) 企業の国際化や多角化の程度が異なれば、開示すべきセグメントの区分方法は異

なることとなり、これは、マネジメント・アプローチに基づくセグメント情報に限

られない。 
(2) 国際的な会計基準で採用されているマネジメント・アプローチは、企業の経営者

が意思決定や業績評価に用いている情報そのものを開示することが財務諸表利用者

にとって有用であるとする考え方に基づくものである。 
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５． 基本原則 

本会計基準では、企業がセグメント情報等を開示するにあたっての基本原則として、「セ

グメント情報等の開示は、財務諸表利用者が、企業の過去の業績を理解し、将来のキャッ

シュ・フローの予測を適切に評価できるように、企業が行う様々な事業活動の内容及びこ

れを行う経営環境に関して適切な情報を提供するものでなければならない。」旨を定めて

いる（本会計基準第 4 項）。基本原則は、本会計基準の具体的な適用にあたって常に留意

すべきものであり（本会計基準第 58 項）、この内容として、次のような記載がある。 

(1)  本会計基準の定めであっても、重要性が乏しく、財務諸表利用者の判断を誤ら

せる可能性がないと考えられる定めについては、これを適用することを要しない

（本会計基準第 59 項）。 

(2)  マネジメント・アプローチに基づき、 高経営意思決定機関の意思決定のため

に報告されている情報を基礎としている場合であっても、当該情報が財務諸表利

用者の判断を誤らせる可能性があると考えられるときには、これを開示すること

は適当ではない（本会計基準第 60 項）。 

 

III. セグメント情報の開示 
１． 事業セグメントの識別 

マネジメント・アプローチでは、経営者が経営上の意思決定を行い、また、業績を評価

するために、企業の事業活動を区分した方法に基づいて、単一の区分方法によるセグメン

ト情報を連結財務諸表又は個別財務諸表（以下「財務諸表」という。）に開示することと

しているが、本会計基準では、当該目的で経営者の設定する企業の構成単位を「事業セグ

メント」と称し、次の要件のすべてに該当するものとしている（本会計基準第 6項）。 

(1) 収益を稼得し、費用が発生する事業活動に関わるもの（同一企業内の他の構成単

位との取引に関連する収益及び費用を含む。） 

(2) 企業の 高経営意思決定機関が、当該構成単位に配分すべき資源に関する意思決

定を行い、また、その業績を評価するために、その経営成績を定期的に検討するも

の 

(3) 分離された財務情報を入手できるもの 

ただし、企業の本社又は特定の部門のように、企業を構成する一部であっても収益を稼

得していない、又は付随的な収益を稼得するに過ぎない構成単位は、事業セグメント又は

事業セグメントの一部とならない（本会計基準第 7 項）。また、事業セグメントには、企

業内の他の事業セグメントに販売する企業の構成単位も含まれる（本会計基準第 62 項）。 

なお、本適用指針では、事業セグメントを識別するにあたっての連結子会社及び持分法

適用会社の取扱いなどについても定めている（本適用指針第 3項から第 7項）。 
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２． 報告セグメントの決定 

企業は、識別された事業セグメント又は集約基準によって集約された事業セグメントの

中から、量的基準に従って、報告すべきセグメント（以下「報告セグメント」という。）

を決定するとされている（本会計基準第 10 項）。 

 

(1) 集約基準 

複数の事業セグメントが次の要件のすべてを満たす場合、企業は当該事業セグメントを

1つの事業セグメントに集約することができる（本会計基準第 11 項）。 

(1) 当該事業セグメントを集約することが、セグメント情報を開示する基本原則と整

合していること 

(2) 当該事業セグメントの経済的特徴が概ね類似していること 

(3) 当該事業セグメントの次のすべての要素が概ね類似していること 

① 製品及びサービスの内容 

② 製品の製造方法又は製造過程、サービスの提供方法 

③ 製品及びサービスを販売する市場又は顧客の種類 

④ 製品及びサービスの販売方法 

⑤ 銀行、保険、公益事業等のような業種に特有の規制環境 

 

上記(2)の要件を判断する指針としては、複数の事業セグメントが長期的に近似した業績

の動向を示すことが見込まれている必要があるとされ、例えば、長期的な売上総利益率（平

均値）が近似することが見込まれる場合がこれに該当するとされている（本適用指針第 8

項）。 

 

(2) 量的基準 

ASBJ は、重要性の低い事業セグメントの開示を省略する際に考慮すべき量的基準につい

ても検討し、本会計基準では、報告セグメントを決定する際に考慮すべき一定の基準値を

定めている。企業は、次の量的基準のいずれかを満たす事業セグメントを報告セグメント

として開示しなければならないとされている（本会計基準第 12 項）。 

(1) 売上高（事業セグメント間の内部売上高又は振替高を含む。）がすべての事業セグ

メントの売上高の合計額の 10％以上であること（売上高には役務収益を含む。以下

同じ。） 

(2) 利益又は損失の絶対値が、①利益の生じているすべての事業セグメントの利益の

合計額、又は②損失の生じているすべての事業セグメントの損失の合計額の絶対値

のいずれか大きい額の 10％以上であること 

(3) 資産が、すべての事業セグメントの資産の合計額の 10％以上であること 
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なお、企業が、当該基準のいずれにも満たない事業セグメントを報告セグメントとして

開示することは妨げられていない（本会計基準第 12 項なお書き）。 

また、本会計基準では、当該基準を満たさない複数の事業セグメントを結合して報告セ

グメントとすることができる要件についても、国際的な会計基準と同様に定めている（本

会計基準第 13 項）。 

 

報告セグメントの外部顧客への売上高の合計額が連結損益計算書又は個別損益計算書

（以下「損益計算書」という。）の売上高の 75％未満である場合には、損益計算書の売上

高の 75％以上が報告セグメントに含まれるまで、報告セグメントとする事業セグメントを

追加して識別しなければならないとされている（本会計基準第 14 項）。この結果、報告セ

グメントに含まれないこととされた事業セグメント及びその他の収益を稼得する事業活動

に関する情報は、「報告セグメントの各開示項目の合計額とこれに対応する財務諸表計上

額との間の差異調整に関する事項」の中で、他の調整項目とは区分して、「その他」の区

分に一括し、当該区分に含まれる主要な事業の名称等と合わせて開示することとされてい

る（本会計基準第 15 項）。 

 

また、ある事業セグメントの量的な重要性の変化によって、報告セグメントとして開示

する事業セグメントの範囲を変更する場合には、その旨及びセグメント情報に与える影響

を開示しなければならないとされている（本会計基準第 16 項）。ただし、量的基準によっ

て報告セグメントを決定する場合、相当期間にわたりその継続性が維持されるよう配慮す

る必要がある（本適用指針第 9項）。 

 

３． セグメント情報の開示項目と測定方法 

(1) セグメント情報の開示項目 

企業は、セグメント情報として次の項目を開示することとされている（本会計基準第 17

項）。 

(1) 報告セグメントの概要 

(2) 報告セグメントの利益（又は損失）、資産、負債及びその他の重要な項目の額並び

にその測定方法に関する事項 

(3) 報告セグメントの各開示項目の合計額とこれに対応する財務諸表計上額との間の

差異調整に関する事項 

 

(2) 報告セグメントの概要 

企業は、報告セグメントの概要として、次の事項を開示しなければならないとされてい

る（本会計基準第 18 項）。 

(1) 報告セグメントの決定方法 
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事業セグメントを識別するために用いた方法及び複数の事業セグメントを集約し

た場合にはその旨等について記載する。 

(2) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類 

 

(3) 報告セグメントの利益（又は損失）、資産及び負債並びにその他の重要な項目の

額及びその測定方法に関する事項 

企業は、各報告セグメントについて、【図表 2】の項目を開示しなければならないとさ

れている（本会計基準第 19 項から第 22 項）。 

 

【図表 2】利益（又は損失）、資産及び負債並びにその他の重要な項目 

開示しなければならない

項目 

① 利益（又は損失） 

② 資産 

高経営意思決定機関に

定期的に提供され、使用さ

れている場合に開示しな

ければならない項目 

負債 

報告セグメントの利益（又

は損失）及び資産の額の算

定に含まれている場合、あ

るいは事業セグメント別

の情報が別の方法で 高

経営意思決定機関に定期

的に提供され、使用されて

いる場合に開示が求めら

れる項目 

 

【利益（又は損失）に関連する項目】 

① 外部顧客への売上高 

② 事業セグメント間の内部売上高又は振替高 

③ 減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却

費を含む。） 

④ のれんの償却額及び負ののれんの償却額 

⑤ 受取利息及び支払利息 

⑥ 持分法投資利益（又は損失） 

⑦ 特別利益及び特別損失 

⑧ 税金費用（法人税等及び法人税等調整額） 

⑨ ①から⑧に含まれていない重要な非資金損益項目 

【資産に関連する項目】 

① 持分法適用会社への投資額（当年度末残高） 

② 有形固定資産及び無形固定資産の増加額（当年度の

投資額） 

 

【図表 2】の項目の開示は、事業セグメントに資源を配分する意思決定を行い、その業

績を評価する目的で、 高経営意思決定機関に報告される金額に基づいて行わなければな

らないとされ、このため、財務諸表の作成にあたって行った修正や相殺消去、又は特定の

収益、費用の配分は、 高経営意思決定機関が使用する事業セグメントの利益（又は損失）、
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資産又は負債の算定に含まれている場合にのみ、報告セグメントの各項目の額に含めるこ

とができる（本会計基準第 23 項）。ただし、特定の収益、費用、資産又は負債を各事業セ

グメントの利益（又は損失）、資産又は負債に配分する場合、企業は合理的な基準に従っ

て配分しなければならない（本会計基準第 23 項ただし書き）。 

なお、本会計基準第 23 項の定めにかかわらず、複数の事業セグメントを 1つの事業セグ

メントに集約又は結合して報告セグメントとして開示する場合、本会計基準の基本原則に

基づいて、同一の報告セグメント内の複数の事業セグメント間の取引及び債権債務の相殺

消去や未実現利益の消去等を反映した金額により、報告セグメントの各項目を開示するこ

とができるとされている（本適用指針第 14 項）。 

 

また、企業は、【図表 2】の項目の測定方法について、次の事項を開示しなければなら

ないとされている（本会計基準第 24 項）。 

(1) 報告セグメント間の取引がある場合、その会計処理の基礎となる事項 

(2) 報告セグメントの利益（又は損失）の合計額と、損益計算書の利益（又は損失）

計上額との間に差異があり、差異調整に関する事項の開示からはその内容が明らか

でない場合、その内容 

(3) 報告セグメントの資産の合計額と連結貸借対照表又は個別貸借対照表（以下「貸

借対照表」という。）の資産計上額との間に差異があり、差異調整に関する事項の開

示からその内容が明らかでない場合、その内容 

 なお、企業が事業セグメントに資産を配分していない場合には、その旨を開示し

なければならない。 

(4) 報告セグメントの負債の合計額と貸借対照表の負債計上額との間に差異があり、

差異調整に関する事項の開示からその内容が明らかでない場合、その内容  

(5) 事業セグメントの利益（又は損失）の測定方法を前年度に採用した方法から変更

した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更がセグメント情報に与えている影

響 

(6) 事業セグメントに対する特定の資産又は負債の配分基準と関連する収益又は費用

の配分基準が異なる場合には、その内容 

 

(4) 報告セグメントの各開示項目の合計額とこれに対応する財務諸表計上額との間の

差異調整に関する事項 

企業は、次の項目について、その差異調整に関する事項を開示しなければならないとさ

れている（本会計基準第 25 項）。 

(1) 報告セグメントの売上高の合計額と損益計算書の売上高計上額 

(2) 報告セグメントの利益（又は損失）の合計額と損益計算書の利益（又は損失）計

上額 
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(3) 報告セグメントの資産の合計額と貸借対照表の資産計上額 

(4) 報告セグメントの負債の合計額と貸借対照表の負債計上額 

(5) その他の開示される各項目について、報告セグメントの合計額とその対応する科

目の財務諸表計上額 

 

なお、本会計基準第 24 項(2)及び第 25 項(2)における損益計算書の利益（又は損失）は、

損益計算書の利益の科目のうち、いずれか適当と判断される科目とするとされている（本

会計基準第 26 項）。 

 

４． 組織変更等によるセグメントの区分方法の変更 

企業の組織構造の変更等、企業の管理手法が変更されたために、報告セグメントの区分

方法を変更する場合には、その旨及び前年度のセグメント情報を当年度の区分方法により

作り直した情報を開示するものとする（本会計基準第 27 項）。ただし、前年度のセグメン

ト情報を当年度の区分方法により作り直した情報を開示することが実務上困難な場合には、

当年度のセグメント情報を前年度の区分方法により作成した情報を開示することができる

（本会計基準第 27 項ただし書き）。 

公開草案では、企業の組織変更等により報告セグメントの区分方法を変更する場合には、

その旨及びセグメント情報に与える影響を開示することとされ、この影響の開示方法を特

に定めていなかった。しかし、公開草案に対し、当該影響の開示方法として、前年度のセ

グメント情報を当年度の区分方法により作り直した情報を開示することが適当であるとす

るコメントが寄せられたため、再度検討した結果、本会計基準の取扱いとされている。 

また、企業が従来とは大きく異なる組織体制を採用した場合など、これらの開示を行う

ことが実務上困難な場合も想定され、こうした場合には、当該開示に代えて、当該開示を

行うことが実務上困難な旨及びその理由を記載することとなる（本会計基準第 28 項）。ま

た、これらの開示は、セグメント情報に開示するすべての項目について記載するものとす

るが、一部の項目について記載することが実務上困難な場合は、その旨及びその理由を記

載することとなる（本会計基準第 28 項また書き）。 

 

IV. 関連情報の開示 
１． 関連情報の開示 

企業は、セグメント情報の中で同様の情報が開示されている場合を除き、次の事項をセ

グメント情報の関連情報として開示しなければならないとされている。当該関連情報に開

示される金額は、当該企業の財務諸表を作成するために採用した会計処理に基づく数値に

よるものとする。なお、報告すべきセグメントが 1 つしかなく、セグメント情報を開示し

ない企業であっても、当該関連情報を開示しなければならない（本会計基準第 29 項）。 

(1) 製品及びサービスに関する情報 
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(2) 地域に関する情報 

(3) 主要な顧客に関する情報 

 

２． 製品及びサービスに関する情報 

企業は、主要な個々の製品又はサービスあるいはこれらの種類や性質、製造方法、販売

市場等の類似性に基づく同種・同系列のグループごとに、外部顧客への売上高を開示する

こととされている。なお、当該事項を開示することが実務上困難な場合には、当該事項の

開示に代えて、その旨及びその理由を開示しなければならない（本会計基準第 30 項）。 

 

３． 地域に関する情報 

企業は、地域に関する情報として、次の事項を開示することとされている。なお、当該

事項を開示することが実務上困難な場合には、当該事項に代えて、その旨及びその理由を

開示しなければならない（本会計基準第 31 項）。 

(1) 国内の外部顧客への売上高に分類した額と海外の外部顧客への売上高に分類した

額 

 海外の外部顧客への売上高に分類した額のうち、主要な国がある場合には、これ

を区分して開示しなければならない。なお、各区分に売上高を分類した基準をあわ

せて記載するものとする。 

(2) 国内に所在している有形固定資産の額と海外に所在している有形固定資産の額 

 海外に所在している有形固定資産の額のうち、主要な国がある場合には、これを

区分して開示しなければならない。 

なお、これらの事項に加えて、複数の国を括った地域（例えば、北米、欧州等）に係る

額についても開示することができるとされている。 

 

４． 主要な顧客に関する情報 

企業は、主要な顧客がある場合には、その旨、当該顧客の名称又は氏名、当該顧客への

売上高及び当該顧客との取引に関連する主な報告セグメントの名称を開示することとされ

ている（本会計基準第 32 項）。 

なお、同一の企業集団に属する顧客への売上高については、企業が知り得る限り、これ

を集約して主要な顧客に該当するか否かを判断することが望ましいとされている（本会計

基準第 93 項）。 

 

V. 固定資産の減損損失に関する報告セグメント別情報の開示 
企業は、損益計算書に固定資産の減損損失を計上しており、セグメント情報の中で同様

の情報を開示していない場合、財務諸表を作成するために採用した会計処理に基づく数値

によって、その報告セグメント別の内訳を開示しなければならないとされている（本会計
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基準第 33 項）。このとき、報告セグメントに含まれない事業セグメント等に配分された固

定資産や本適用指針第 12 項の全社資産とされた固定資産について減損損失を計上するこ

とも想定される。このため、報告セグメントに配分されていない減損損失がある場合には、

その額及びその内容を記載しなければならないとされている。 

 
VI. のれんに関する報告セグメント別情報の開示 

企業は、損益計算書にのれんの償却額又は負ののれんの償却額を計上しており、セグメ

ント情報の中で同様の情報を開示していない場合、財務諸表を作成するために採用した会

計処理に基づく数値によって、のれんの償却額及び未償却残高並びに負ののれんの償却額

及び未償却残高について報告セグメント別の内訳を開示しなければならないとされている

（本会計基準第 34 項）。このとき、報告セグメントに含まれない事業セグメント等に配分

されたのれん又は負ののれんがある場合、あるいは、ケースとしては限定的であると考え

られるものの、全社資産又は全社負債とされたのれん又は負ののれんがある場合も想定さ

れる。このため、上記Ⅴの固定資産の減損損失に関する開示の取扱いと同様、報告セグメ

ントに配分されていないのれん又は負ののれんがある場合には、その償却額及び未償却残

高並びにその内容を記載しなければならないとされている。 

 
VII. 適用時期等 
１． 適用時期 

本会計基準等は、財務諸表作成者ほか各関係者における受入準備が必要であることを考

慮して、平成 22 年 4 月 1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用することとさ

れている（本会計基準第 35 項及び第 98 項）。 

 

２． 適用初年度の取扱い 

本会計基準等の適用初年度の取扱いとして、次のような事項が定められている（本会計

基準第 36 項から第 38 項）。 

(1) 適用初年度においては、当年度のセグメント情報とともに本会計基準に準拠して

作り直した前年度のセグメント情報を開示するものとするが、これを開示すること

が実務上困難な場合には、当年度のセグメント情報を前年度のセグメント情報の取

扱いに基づき作成した情報を開示することができる。 

(2) 上記(1)の開示を記載することが実務上困難な場合には、当該開示に代えて、当該

開示を行うことが実務上困難な旨及びその理由を記載しなければならない。また、

上記(1)の開示は、セグメント情報に開示するすべての項目について記載するものと

するが、一部の項目について記載することが実務上困難な場合は、その旨及びその

理由を記載しなければならない。 

(3) 上記(1)の定めにかかわらず、従来までの取扱いに基づく連結財務諸表のセグメン
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ト情報として、本会計基準に準拠した場合と同様の情報が開示されている場合には、

上記(1)の情報を開示することを要しない。この場合、その旨を開示しなければなら

ない。 

３． 四半期財務諸表の取扱い 

四半期連結財務諸表及び四半期個別財務諸表に開示するセグメント情報等の取扱いにつ

いては、引き続き、ASBJ にて必要な検討を行うことが予定されている。 

 

VIII. おわりに 
ASBJ のセグメント情報の検討は、会計基準の国際的なコンバージェンスの観点を重視し

て進められた。今回導入した国際的な会計基準のマネジメント・アプローチは、経営者が

実際に経営上の意思決定等に用いている情報を基礎としたセグメント情報の開示を企業に

求めるものである。このような情報が開示されることで、財務諸表利用者が経営者の視点

で企業を見ることができるようになり、財務諸表の有用性がより高まるものと期待される。 

 

以 上 

 


